
第２次 黒潮町南海地震・津波防災計画の基本的な考え方
2013.1.31 黒潮町

はじめに・・・
ふるさと黒潮町は、上代の白鳳地震以来、100年～150
年に一度南海地震という大規模自然災害との共存を余
儀なくされてきた。
そのような中、2012年には、南海トラフの巨大地震によ
る震度分布・津波高の推計が、内閣府及び高知県から
公表された。
その内容は、最大震度が７、最大津波高が34mという日
本一厳しい数字であり、2011年３月の東北地方太平洋沖
地震の発生以降慎重に見直してきた、黒潮町の防災計
画と対策事業をさらに見直さなければならない、極めて
厳しいものであった。

当然のことであるが、黒潮町は、いかなる困難な状況に
直面しようとも、まず住民の命を守るということを大原則と
しながら、これからも豊かなまちづくりを推進し、先人から
受け継いだ「ふるさと」を次の世代へしっかりと引き継いで
いく取り組みを続けていく方針については、いささかも変
わることはない。
そのために、南海地震としっかりと向き合い、地震・津
波と日本一うまく付き合う黒潮町の南海地震防災計画の
考え方をもって、今後のまちづくりを推進していく。
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■防災の思想・理念

2012年3月31日に国が公表した「南海トラフの巨大地震
による震度分布・津波高の推計」は、黒潮町にとっては、
あまりにも衝撃的なものであり、多くの住民から「あきら
め」の声が聞こえ、津波からの避難そのものをあきらめる、
いわゆる「避難放棄者」を多く生み出すような危機感が広
がった。
「あきらめる」ことからは何も生まれない。それよりも、

自分たちの住んでいる町の歴史を知り、幾度となく繰り返
された過去の南海地震の甚大な被害からも、決してあき
らめることなく「ふるさと」を再生してきた先人の営みに思
いをはせながら、現在の科学的知見による地震・津波の
メカニズムをしっかりと理解し、一人の犠牲者も出さない
ための南海地震対策を完成させることが何よりも大切で
あり、今を生きる私たちの責任である。

あきらめない。揺れたら逃げる。より早く、より安全なところへ。

黒潮町における南海地震の防災計画は、「避難放棄者」を出さないという基本理念をもって構築する。
そのために、以下の指針を明らかにして推進していく。

○最大津波高３４ｍの町で犠牲者ゼロをめざす１５の指針

（防災教育・啓発について）
１．東北地方太平洋沖地震でも明らかになったように、地震災害で最も多くの
人命を奪ったのは津波である。とにかく、揺れたら逃げる。より早く、より安
全なところへ、一人ひとりが一生懸命逃げる防災教育・啓発及び訓練を徹
底して行う。

２



（避難場所の考え方と整備について）
２．津波避難所は、2012年12月10日に高知県が公表した南海トラフの巨大地震に
よる津波浸水予測により、浸水しない場所を「安全度A」の避難所として整備す
る。また、浸水予測内であっても、標高20m以上の避難場所については「安全
度B」の緊急避難所として整備を進める。ただし、長期的な計画の中では、全て
の避難所を「安全度A」に向けた整備を図る。

（車輛避難について）
３．住民の津波からの避難方法は、原則徒歩であるが、全ての住民が確実に避難
を行うために、決して「思考停止」をすることなく、車での避難も想定した対策を
進める。特に、高台への避難が困難な地域については、震災時でも安全に使
える幹線避難道の整備を進める。

（拠点的公共施設について）
４．南海トラフ巨大地震が発生した直後は、町外からの支援が十分に届かないこと
が想定される。そのような状況下で最善を尽くして住民の命を守るためには、町
行政の指揮命令系統が機能することが重要である。そのためにも拠点的公共
施設（町役場本庁舎・黒潮消防署・黒潮町保健ｾﾝﾀｰ）は、レベル2の津波浸水区域外
に建設整備する。

（保育所・学校施設について）
５．保育所・学校施設には「安全度A」の避難所を短期計画の中で整備し、計画的
な避難訓練の義務化を図る。また、中・長期計画の中では、可能な限り早くレベ
ル２の津波浸水区域外への施設整備をめざす。

（安全な住宅地の形成について）
６．レベル2の津波に対する安全性が困難な住宅については、地元住民の意向を
ふまえながら長期計画を定め、段階的に高台や浸水区域外の中山間地域へ、
新たな住宅地の形成をめざす。また、町営住宅については、耐震基準を満たさ
ない施設も多くあることから、早期に高台移転をめざす。

（防潮堤及び堤防整備について）
７．沿岸防潮堤及び津波遡上地域河川堤防の整備は、レベル１の津波に対応でき、
レベル２の津波の浸水時間を可能な限り遅らせる整備を国や県に強力に働きか
ける。 ３



（情報伝達システムについて）
８．国へ地震・津波感知システムの精度アップを働きかけるとともに、被災前の迅速
な通報と被災後にも強い情報伝達システムの充実を図る。

（危機管理の備えについて）
９．南海トラフ巨大地震が発生した直後は、町外からの支援が十分に届かないこと
が想定される。そのために、一週間を自力で凌げる危機管理の備えを図るとと
もに、外部からの支援を機能させるための受援を高める。

（孤立集落対策について）
10.中山間地域の孤立対策として、衛星携帯電話等の災害時通信環境を整えると
ともに、備蓄物資の分散配備を進める。また、生活道路の早期啓開に備え、町
建設団体との連携を図る。

（防災新技術の導入について）
11.地下シェルター等の新技術防災施設や機能を含め、あらゆる避難方法に関す
る情報を排除せず、可能な限り避難の選択肢を多く持つ対策を検討する。

（自主防災会の組織機能強化について）
12.災害が起きたときに最も頼りになるのは家族を中心に、となり近所の人たちである。
自主防災会の中で、「防災となり組運動」を進め、日常を大切にした地域づくりを
推進する。

（防災地域担当制について）
13.防災対策は、全ての業務の中で取り組むべき総合行政課題であり、全職員を防災に特化した地域担当職員と
して位置づけ、町内14の消防団管轄区に分担し、地域住民と協働したきめ細かく実践的な対策を推進する。

（揺れへの対策について）
14.黒潮町の約96%の地域が震度６強以上が想定されている。そして、住宅の耐震化率は約48%である。津波浸水
区域にとらわれず、全町的な耐震対策を推進する。

４



５

(目標年次）
１5．南海地震防災計画は、具体的な施策・事業へと繋がる行動計画であり、第２次黒潮町南海地震・津波防災

計画の基本的な考え方では、短期とは（2012～2015）、中期とは（2012～2022）、長期とは（2012～2035）と
定め、ここに定めた計画の目標年次は2035年までの24年間とする。



■千年に耐えられるまちづくり

第１次黒潮町総合振興計画の中では、千年に耐えられ
るまちづくりのコンセプトが掲げられている。
しかしながら、南海トラフの巨大地震への確実な備えなく
して「千年のまちづくり」の達成はありえない。

困難な道のりとなるが、以下の政策を次の南海地震が来
る前に達成することを念頭にした目標年次を定め、官民
の協働をもって総力をあげて取り組む。

地域防災計画

一般対策編

震災対策編

水防計画

津波避難計画

町津波避難計画

地域津波避難計画

津波ハザーﾄﾞ
マップ

標高マップ

業務継続計画

町業務継続計画

障害復旧手順書

生活再建応急計画

土地利用計画
都市計画マスター
プラン

職
員
向
け
対

応
マ
ニ
ュ
ア
ル

基本計画

津波ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ

※各種事業計画を反映さす。必
要に応じて津波防災地域づくり
推進計画とリンクを図る。

６

津波避難カルテを生かした詳細計画の見直しと更新

地域防災計画を反映した全庁的な計画

障害時に各課単位で行う基本的な対応

※計画・手順書とも５
年サイクルによる大
幅な見直しを実施



防災教育・啓発の推進

教育・啓発

学校教育

地域防災教育

町職員研修

各学校防災計画及びマニュアル（地震・津波災害）による。

5年をサイクルとして研
修を実施

〃 〃 〃 〃

自助・近助・共助の備え

自主防災活動
の充実

防災となり組運動

防災訓練

防災リーダー研修

職員の地域担当制

消防団組織の強化 啓発・訓練

情報団の組織育成

ﾘｻｰﾁ 地域津波避難計画の詳細点検と防災訓練の実施

防災訓練のブラッシュアップ

避難道・避難場所他地域課題の抽出/地域避難訓練の企画/地域津波避難計画詳細の点検/地域防災教育の推進

防災訓練/防災シンポジューム/消防団員行動マニュアル作成

組織化/情報集約・情報伝達訓練の実施

逃げる人づくり（あきらめない）

７

■東北地方太平洋沖地震でも明らかになったように、地
震災害で最も多くの人命を奪うのは津波である。とに
かく、揺れたら逃げる。より早く、より安全なところへ、一
人ひとりが一生懸命逃げる防災教育・啓発及び訓練を

徹底して行う。
また、町職員の危機管理能力の強化は、住民の命と財
産を守る行政の基本的使命に直結した課題である。あら
ゆる職場で危機管理能力を高める研修を深めていく。

■南海地震対策に特化した、町職員の地域担当制を導
入するとともに、町内の消防団管轄区域ごとに地域防
災組織の強化を図る。また、災害が起きたときに最も
頼りになるのは家族を中心に、声が届くほどのとなり近

所の人たちである。
自主防災会の中で、「防災となり組運動」を進め、日常
のコミュニティを大切にした地域づくりを推進する。

■消防団は地域の防災組織の要である。災害発生時に
地域の指揮命令系統がしっかりと機能するように、人

材の育成と装備の充実を進め、組織の強化を図る。



８

公共及び公
共的施設

学校

保育所（内部耐震）

公共・公共的施設

一般住宅・ブロック塀

家具転倒防止

※保護者と協働した整備

耐震化の推進

逃がす環境づくり（揺れたら逃げる）

避難空間の整備

避難場所

第１次避難所

第２次避難所

福祉避難所

避難タワー

シェルター・避難艇

ヘリポート

避難路

幹線避難道路

避難道路

避難路

その他（橋等）

安全度A・B共存 全ての第１次避難所を安全度Aに向けた整備

■最初の逃げ場所となる第１次避難所は、まず「避難放
棄者」を出さないことに最大限留意して整備を進める。
そのために、立地場所などに応じて避難所に２段階の

安全度を設置し、地震発生時の状況に応じて、一人ひと
りが、より安全なレベルの避難所をめざして、最善の判断
で逃げることができる避難施設の整備を図る。



災害防御施設の整備

海岸堤防

河川堤防

入野松原（松原拡幅・命の丘）

災害に強い情報伝達システムの整備

緊急一斉放送の冗長化

FM波等を活用した無線システムの整備

非常用電源・通信回路設備の整備

地域住民向けシステム整備（来町者含）

職員及び関係期間向けシステム整備

９

ただし、長期計画の中では、「避難放棄者」も出さずに、
全ての住民が「安全度A」の第１次避難所へ避難すること
が可能な防災まちづくりをめざす。また、震災関連死を避
けるために、第２次避難所及び福祉避難所の整備と避難
所運営の方法についても検討をすすめる。
津波浸水域から徒歩で「安全度A」の高台避難所へ逃げ
る時間が困難な地域については、津波避難タワーの建

設を進めるとともに、車で避難することも想定した幹線避
難道の整備を図る。液状化が見込まれる地域の場合は、
液状化対策の設計も検討する。
また、地下シェルター等の新技術による津波防災施設に
ついては、その安全性が確認されれば、「避難放棄者」
を出すリスク回避のためにも積極的に取り組む。

■津波を防ぐハード施設（防潮堤・川堤防等）の整備は、
レベル１の津波を想定して整備を図るよう国や県に要
請する。

また、河川からの津波浸水を遅らせ、津波から避難する
時間を稼ぐために、水際の防災機能を高めると共に人工
高台の建設を検討する。

■防災・減災のためには、より早く正確な情報を伝える
ことが大変重要である。地震・津波観測システムの整
備を国に要請するとともに、黒潮町情報通信基盤施
設を活用して、通常時は防災意識の向上に活用し、

地震発生時は、より早く正確な情報の伝達、そして、被災
後にも情報伝達がとぎれない仕組みと関係者間で無駄
のない情報共有を実現する仕組みの構築をめざす。



１０

生き抜く地域社会づくり（抜本的対策）

高台移転を含む抜本的な
津波防災対策の推進

拠点的公共施
設の整備

役場庁舎

黒潮消防署

町保健ｾﾝﾀｰ

その他の公共施設

公共的施設

一般住宅

拠点間通信幹線の耐災害性の向上、行政システムの災害時正常

※H28消防救急デジタル無線化完了 稼働対策としての仮想化・クラウド化・冗長化

計画策定・合意形成
期間

用地買収・
造成期間

高台移転期間

■南海トラフ地震が発生した直後には、町外の支援
が十分に届かないことが想定される。そのような状
況下で、最善を尽くして住民の命を守るためには、
行政の指揮命令機関は必ず機能しなければなら
ない。そのためにも、今後整備する拠点的公共施
設は、レベル２の津波浸水区域外に建設する。
町営住宅については、耐震基準を満たさない施設
も多くあることから、早期に高台移転をめざす。
保育所及び学校施設については、浸水時間まで
に安全度Aへの避難可能な避難施設整備を早急
に図るとともに、計画的な避難訓練を義務付ける。

また、中・長期計画の中では、可能な限り早くレベル
２の津波浸水区域外への施設整備をめざす。
レベル２の津波に対する安全性が困難な住宅地に
ついては、地元住民の意向を踏まえて、長期計画を
定め、段階的に高台や内陸部に新たな住宅地の形
成をめざす。病院等の公共的施設についても、一体
的な取り組みとして推進する。また、浸水区域外の中
山間地域への移転等、防災と中山間活性化の両面
を備えた対策についても検討課題とする。



危機管理体制の強化

（備蓄更新）

緊急遮断弁（鞭・佐賀・拳ノ川）/緊急貯水槽（入野地区・南部地区）

井戸水調査

受援計画中に有事の際の土地利用計画や復旧資材・支援車輛等の用地確保も含む

備蓄計画

町有備蓄

医療品

燃 料

農家備蓄米協定

飲料水の確保

応急対応の
備え

埋葬火葬計画

し尿処理計画

廃棄物（瓦礫）処理

医療救護計画

救命技術向上対策

受援計画

協定の締結

被災地援助協定

防災協力農地登録

車輛協定

１１

■一週間を自力で凌ぐ備蓄計画の推進

一週間を自力で凌げる黒潮町独自の備蓄計画や
危機管理への備えをめざす。
地方自治体及び関係機関と、被災地を広域で支
援する協定の締結を進めるとともに、民間企業や
団体との協定強化を図る。

（緊急時の配水計画）

拳ノ川配水タンク

佐賀配水タンク

上川口配水タンク（整備済み）

入野本村緊急貯水槽南部緊急貯水槽

浮鞭配水タンク



１２

■むすびに・・・

2012年に内閣府中央防災会議南海トラフの巨大
地震モデル検討会が公表した南海トラフの巨大地震
による震度分布・津波高及び浸水域の推計とその被
害想定については、黒潮町としては、2011年３月の
東北地方太平洋沖地震の教訓を受けた専門委員が、
現在における最高の科学的知見をもって生みだし、
勇気を持って公表されたものとして高く評価をする。
しかしながら、それは、ふるさと黒潮町が、最大震

度が７、最大津波高が34mという、日本一厳しく、にわ
かには信じがたいような地震・津波災害に襲われる
可能性があるということが科学的に示されたということ
であり、その現実を、私たちはしっかりと受け止めな
ければならない。
私たちにとっては、大変困難な道のりとなるが、先
人から受け継いだふるさとを守り、次の世代へしっか
りと引き継ぐ確実な取り組みを急がなければならない。
すでに、日本一危険な数値が示された町への風評
被害は肌で感じている。戦略を持って対策を打たな
ければ、次の南海地震に襲われる前に、この町は震
災前過疎の波に飲み込まれる危険性も秘めてきた。
住民の命を守る「防災・減災対策」で町が破綻する
ことがないよう、基礎自治体がこの現実と向き合い、
しっかりと対処できるような国の制度政策による力強
い支援を期待したい。


